
○グループホーム設置運営事業補助金交付要綱 

平成16年４月１日 

（総則） 

第１条 グループホームを設置運営する者に対する補助金の交付については、

補助金等交付規則（昭和47年横須賀市規則第33号。以下「規則」という。）

に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義）  
第２条 この要綱において、「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び

社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 17年 法 律 第  123号 。 以 下

「法」という。）第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者が法

第５条第17項に規定する共同生活援助を行うための住居をいう。 

（対象者等） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、グループホームを本市内に

設置し、運営するものとし、予算の範囲内において、家賃等補助金を交付す

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるすべての要件を満たした者は、家賃

等補助金の交付を受けることができる。 

 (１ ) 市外でグループホームを運営していること。 

 (２ ) 法第19条第１項の規定により本市が支給決定を行った者（以下「本市支

給決定者」という。）が入居していること。 

 (３ ) 当該グループホームが所在する市町村が家賃に係る補助制度を有するこ

と。 

（補助内容等） 

第４条 補助対象経費、補助額、規則第４条第３号に規定するその他参考とな 

る書類、規則第10条に規定する市長の定める書類及び補助金の交付方法は、 

別表により定めるものとする。 

２ サテライト型のグループホームにあっては、本体住居により申請するもの

とし、本体住居と合算した補助対象経費及び定員により補助額を算定する。  
（経費の徴収禁止） 

第５条 第３条の補助金の交付を受けた者は、グループホームの入居者に係る

生活費のうち補助の対象となる経費の額については、入居者又はその保護者

の負担分から除くものとする。 

（関係書類の保存期間） 

第６条 規則第８条に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日

の属する市の会計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

   附  則  

（施行期日） 



１ この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

（関係要綱の廃止） 

２ 知的障害者生活ホーム設置運営事業補助金交付要綱（平成７年４月１日制

定）及び精神障害者グループホーム設置運営事業補助金交付要綱（平成７年

４月１日制定）は、廃止する。 

   附  則  

１  この要綱は、平成18年 10月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際現に改正前のグループホーム設置運営事業補助金交付要

綱の規定により補助金の交付を受けていた知的障害者グループホーム又は精

神障害者グループホーム（以下「旧グループホーム」という。）については、

２以上の旧グループホームが１のサービス事業所（障害者自立支援法（平成

17年法律第 123号）第36条第１項に規定するものをいう。）の指定を受けた

場合に限り、改正後のグループホーム設置運営事業補助金交付要綱の規定に

かかわらず、当該旧グループホームごとに算定した補助額を、予算の範囲内

において交付するものとする。  
３ 旧グループホームであって、障害者自立支援法第29条第１項に規定する指

定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができないものについては、

当分の間、改正後の第２条に規定する指定グループホームとみなす。 

   附  則  

 この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



（事前審査） 

２ 改正後の第３条第１項第１号に規定する整備費補助金の交付に係る手続そ

の他の必要な準備については、この要綱の施行期日前においても行うことが

できる。 

（経過措置） 

３ この要綱施行の日前に第３条第１項第２号に規定する家賃等補助金の交付

を受けている場合においては、令和９年度までの期間に限り、この要綱に規

定する家賃等補助金の交付を受けることができるものとする。ただし、障害

者グループホーム入居者家賃助成金（令和７年４月１日制定）の家賃助成の

支給を受けた年度以降においては、この限りではない。 

    附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前のグループホーム設置運営事業補助金交付

要綱の規定により整備費補助金の交付を受けた者の財産処分及び届出につい

ては、改正後のグループホーム設置運営事業費補助金交付要綱の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 



別表（第４条関係） 

区分 家賃等補助金 

補助対象

経費 

 賃貸による建物又は土地を使用してグループホームを運営する

場合にグループホームが賃貸人に支払う家賃（マンション等の管

理費は含まない。）又は地代（以下「家賃等」という。）  

補助額  市内にグループホームが所在する場合 

１  家賃等の月額に２分の１を乗じて得た額（１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨て、10万円を限度とする。）から当

該額を定員で除して得た額（１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる）に他市町村が法第19条第１項の規定により支

給決定をした者の数を乗じて得た額を減じた額に家賃等を支払

った月数を乗じて得た額 

２  契約更新料の額に２分の１を乗じて得た額（12万円を限度と

する。） 

市外にグループホームが所在する場合 

家賃等の月額に２分の１を乗じて得た額（１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨て、10万円を限度とする。）を定員

で除して得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる）に本市支給決定者（第３条第２項第３号に規定する補助

制度の対象者に相当すると認められる者に限る。）の数を乗じ

て得た額に家賃等を支払った月数を乗じて得た額又は当該グル

ープホームが所在する市町村の補助基準に基づき算定した額の

いずれか低い額。ただし、当該本市支給決定者が、当該市町村

の補助対象となっている場合は交付しない。  

補助金等

交付申請

書の添付

書類 

１ グループホーム実施計画書 

２ 予算書（家賃等） 

３ 家賃等の契約書の写し 

４ 入居者名簿（支給決定を行った市町村名を記載したものに限

る） 

実績報告

書の添付

書類 

１ グループホーム実施結果報告書 

２ 家賃等収支明細書  
３ 家賃等の領収書の写し  
４ 入居者名簿（支給決定を行った市町村名を記載したものに限

る）  

補助金の

交付方法 

前金払いとする。 

 備考  
１ 支給決定者の数は、各月初日においてグループホームに居住する人数と

する。  
２ 補助金の額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとす

る。  
３ 市長が必要がないと認めるものについては、添付書類を省略することが

できる。  


